
財務諸表の承認について 
 
１ 財務諸表の承認 

（１） 地方独立行政法人法の規定  

 (財務諸表等）   

第３４条  地方独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処

理に関する書類その他設立団体の規則で定める書類及びこれらの附属明細書（以下「財務諸表」と

いう。）を作成し、当該事業年度の終了後３月以内に設立団体の長に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。   

２  地方独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を設立団体の長に提出するときは、これに当

該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決

算報告書に関する監事の意見（次条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない地方独

立行政法人にあっては、監事及び会計監査人の意見。第四項及び第九十九条第八号において同じ。）

を付けなければならない。 

３  設立団体の長は、第１項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、評価

委員会の意見を聴かなければならない。   

４  （省略）   

 

 （２）承認基準  

 合規性の遵守、表示内容の適正性の観点から確認を行い承認するものとする。  

（提出期限の遵守、必要書類の確認、監事監査報告書の確認、記載事項の確認、計数の整合性、書

類相互間の整合性） 

 

２ 財務諸表の承認に係る確認事項 

 
(１) 合規性の遵守【地方独立行政法人法第３４条関係に係る点検】 

チェック項目 チェック結果 

○提出期限は遵守されたか 

 

■ 期限内（６月末） 

□ 期限外（   ） 

○必要な書類は全て提出さ

れたか 

■ 財務諸表（貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー

計算書、利益処分に関する書類、行政サービス実施コスト

計算書、附属明細書） 

■ 決算報告書 

■ 事業報告書 

■ 監事の意見書 

○監事の監査証明に、財務

諸表の承認にあたり考慮す

べき意見はないか 

■ 意見なし 

□ 意見あり（                   ） 

 

 

 

資料４ 



(２) 表示内容の適正性【地方独立行政法人会計基準に係る点検】 

チェック項目 チェック結果 

○記載すべき項目につい

て、明らかな遺漏はないか 

■ 遺漏なし 

□ 遺漏あり（                   ） 

○計数は整合しているか ■ 整合 

□ 不整合（                    ） 

○書類相互間における数値

の整合は取れているか 

■ 整合 （３のとおり               ） 

□ 不整合（                    ） 

○行うべき事業を行ってい

るか 

■ 収容定員は充足している（90％以上） 

□ 収容定員は未充足である（90％未満） 

○運営費交付金に係る会計

処理は適正か 

■ 期間進行基準の適用事業について、運営費交付金債務全額

が収益化されていることを確認 

○剰余金の繰越承認を受け

ようとする額は適正か 

■ 本県の承認基準に照らし、剰余金の発生理由及び繰越承認

を受けようとする額の算出方法が、本県の承認基準に沿った

ものであることを確認 

 

３ 財務諸表等の概要及び相互関連図 

≪自己収入≫ 〔自己収入〕

〔支出〕 〔収入〕 〔資産〕 〔負債〕 724 724

1,549 1,569 4,366 853 (587) (587)
(1,405) (1,530) (4,166) (599)

固定負債 〔費用〕
業務活動 業務活動 ≪固定資産≫ 618（419） 〔経常費用〕 〔経常収益〕 1,453

1,293 1,569 4,066 流動負債 1,453 1,523 (1,324) 932

(1,250) (1,430) (3,881) 235（180） (1,324) (1,399) (938)
〔純資産〕

投資活動 投資活動 3,513 ≪運営交付金≫
228 0 (3,567) 757

(118) (100) ≪流動資産≫ ≪資本金≫ (775)

3463
財務活動 (3,463) ≪資産見返戻入≫

28 4 ≪資本剰余金≫ 36
(37) (8) ▲49 (22)

（▲30） 〔当期総利益〕

目的積立金 67
期末残高 期首残高 ≪現預金≫ 32(59) (75) 〔①＋②+③〕

247 227 ※296 利益剰余金 〔臨時損失〕 〔臨時利益〕 202
(227) (102) （※277） 67 8 5 (201)

(75) (0) (0)

※内50は定期預金

(県民負担に帰すべきコスト集約）

行政サービス実施コスト計算書

（　）は24年度　単位：百万円

(現金及び預貯金を
除く）

〔行政サービス実施
コスト〕

《資産》
固定資産：福利厚生棟の取得により、185

百万円の増。

《負債》
主に、地方独法特有の会計処理で計上さ

れる資産見返負債などの「固定負債」（618
百万円）と未払金などの「流動負債」（235

百万円)から構成される。

(会計期間の活動区分別資金の流れ）

貸　借　対　照　表 損　益　計　算　書

(期末日の財政状態） (会計期間の運営状況）

《支出・収入》
業務活動：学部完成による、学納金の増加

に伴い、支出も増加。

投資活動：有価証券の売買は無く、福利厚
生棟の取得などから支出が110百万円増

となった。

《経常収益》
運営費交付金収益：学納金の増による減

少などにより、18百万円の減となった。

《経常費用》
学部完成による費用の増加、退職手当の

増などにより129百万円の増となった。

キャッシュフロー計算書

一致

一致

①損益外減価償却相当額120（117）
②引当外退職給付増加額見積額63
（50）
③機会費用19（34）

 


